
目

次

規

則

△

食
品
衛
生
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

食
品
衛
生
室)

…
…
…
一

△

広
島
県
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

家
庭
支
援
室)

…
…
…
二

△

ふ
れ
あ
い
の
里
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
規
則
を
廃
止
す
る

規
則

(

高
齢
者
福
祉
室)

…
…
…
三

(

以
上
県
法
規
登
載)

公
安
委
員
会
規
則

△

広
島
県
警
察
署
協
議
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

△

広
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

(

以
上
県
法
規
登
載)

公公公
布布布
さささ
れれれ
たたた
規規規
則則則
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

★

食
品
衛
生
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
十
三
号)

(

食
品
衛
生
室)

一

改
正
の
要
旨

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
及
び
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
引
用

条
項
の
整
理
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

★

広
島
県
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
十
四
号)

(

家
庭
支
援
室)

一

改
正
の
要
旨

児
童
福
祉
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
保
育
士
資
格
が
法
定
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
保
育
士
の
定
義
規

定
を
改
め
る
な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

★

ふ
れ
あ
い
の
里
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

(

規
則
第
十
五
号)

(

高
齢
者

福
祉
室)

広
島
県
立
ふ
れ
あ
い
の
里
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に

こ
の
規
則
を
廃
止
す
る
。

規規規

則則則

食
品
衛
生
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
十
三
号

食
品
衛
生
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

食
品
衛
生
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

食
品
衛
生
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
六
年
広
島
県
規
則
第
百
十
四
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中

｢

第
十
九
条｣

を

｢

第
三
十
条｣

に
改
め
る
。

(

と
畜
場
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

と
畜
場
法
施
行
細
則

(

昭
和
二
十
八
年
広
島
県
規
則
第
百
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
一
条
中

｢

第
十
四
条｣

を

｢

第
十
五
条｣

に
改
め
る
。

(

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

食
品
衛
生
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
二
年
広
島
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
中

｢

第
一
条
の
三
第
二
項｣

を

｢

第
五
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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第
三
条
中

｢

第
一
条
の
三
第
三
項｣

を

｢

第
五
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中

｢

第
十
九
条
の
十
七
第
六
項｣

を

｢

第
四
十
八
条
第
八
項｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中

｢

第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項｣

を

｢

第
六
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
六
条
中

｢

第
二
十
一
条｣

を

｢

第
五
十
二
条｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中

｢
第
二
十
一
条｣

を

｢

第
七
十
一
条｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中

｢
第
二
十
条
の
二｣

を

｢

第
六
十
八
条｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中｢
第
二
十
条
の
三
又
は
第
二
十
条
の
四｣

を｢

第
六
十
九
条
又
は
第
七
十
条｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
中

｢

第
二
十
一
条｣

を

｢

第
五
十
二
条｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中

｢第
15条

第
１
項
｣

を

｢第
26条

第
１
項
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中

｢第
４
条
の
２
｣

を

｢第
13条

｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
号

(

一
面)

(

表
面)
中

｢第
21条

第
１
項
｣

を

｢第
52条

第
１
項
｣

に
、｢第

22条
か

ら
第

24条
ま
で
｣

を

｢第
54条

か
ら
第

56条
ま
で
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
中

｢第
21条

｣

を

｢第
52条

｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
七
号
中

｢第
21条

｣

を

｢第
71条

｣
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
八
号
中

｢続
柄
｣

を

｢続
き
柄
｣

に
、｢第

21条
の
２
第
２
項
｣

を

｢第
53条

第
２
項
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
九
号
中

｢第
21条

の
２
第
２
項
｣

を

｢第
53条

第
２
項
｣

に
改
め
る
。

(

か
き
の
処
理
を
す
る
作
業
場
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
四
条

か
き
の
処
理
を
す
る
作
業
場
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
広
島
県
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

第
十
九
条｣
を

｢

第
三
十
条｣

に

改
め
る
。

(

広
島
県
輸
出
向
生
鮮
冷
凍
か
き
処
理
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
五
条

広
島
県
輸
出
向
生
鮮
冷
凍
か
き
処
理
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
五
年
広
島
県
規
則
第

三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

第
十
九
条｣

を

｢

第
三
十
条｣

に
改
め
る
。

(

広
島
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
六
条

広
島
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
広
島
県
規
則
第
百
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
中

｢

第
二
十
一
条

第
一
項｣

を

｢

第
五
十
二
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

(

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
七
条

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

平
成
三
年
広
島
県
規
則
第

四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中

｢

第
十
三
条｣

を

｢

第
三
十
一
条｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中

｢

第
十
四
条｣

を

｢

第
三
十
二
条｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
中

｢第
５
条
第
９
号
｣

を

｢第
35条

第
12号

｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則

(

以
下

｢

旧
細

則｣

と
い
う
。)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
営
業
許
可
証
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則

(

以
下

｢

新
細
則｣

と
い
う
。)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
営

業
許
可
証
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
細
則
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
様
式
で
提
出
さ
れ
て
い
る
検
査
申
請
書

は
新
細
則
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
様
式
に
よ
っ
た
検
査
申
請
書
と
、
旧
細
則
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る

様
式
で
提
出
さ
れ
て
い
る
営
業
許
可
申
請
書
は
新
細
則
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
様
式
に
よ
っ
た
営
業
許

可
申
請
書
と
み
な
す
。

４

旧
細
則
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
に
よ
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
県
の
在
庫
に
係
る
も

の
は
、
新
細
則
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
に
よ
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
と
み
な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

広
島
県
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
十
四
号

広
島
県
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
広
島
県
規
則
第
六
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中｢

児
童
福
祉
法
施
行
令(

昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
。
以
下｢

政
令｣

と
い
う
。)

第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
並
び
に
児
童
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
保
育
士
資
格
を
要
件
と
す
る
職

種
及
び
入
所
者
の
保
護
に
直
接
従
事
す
る
職
種
の｣

を

｢

法
第
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る｣

に
改
め
、
同
条

第
三
項
中

｢

政
令
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号｣

を

｢

法
第
十
八
条
の
六
第
一
号｣

に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

ふ
れ
あ
い
の
里
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
十
五
号

ふ
れ
あ
い
の
里
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

ふ
れ
あ
い
の
里
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
規
則

(

昭
和
五
十
六
年
広
島
県
規
則
第
六
十
七
号)

は
、

廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
規規規
則則則

広
島
県
警
察
署
協
議
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

。

平
成

16年
３
月

26日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

広
島
県
警
察
署
協
議
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
警
察
署
協
議
会
運
営
規
則
(平
成

13年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

。

附
則
に
次
の
１
項
を
加
え
る

。

３
平
成

17年
５
月

31日
ま
で
の
間
は

、第
２
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、広
島
県
府
中
警
察
署
協
議
会

の
委
員
の
定
数
を
８
人

、広
島
県
三
次
警
察
署
協
議
会
の
委
員
の
定
数
を

10人
と
す
る

。

附
則

こ
の
公
安
委
員
会
規
則
は�

平
成

16年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。

広
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

。

平
成

16年
３
月

26日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

広
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
(昭
和

37年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

。

第
２
条
中
｢７
課
｣
を
｢６
課
｣
に
改
め�

｢留
置
管
理
課
｣
を
削
る

。

第
２
条
の
２
中
｢３
課
｣
を
｢４
課
｣
に�

｢監
察
官
室
｣
を
｢監
察
官
室

留
置
管
理
課
｣
に
改
め
る

。

第
９
条
の
３
を
削
る

。

第
13条

の
４
を
第

13条
の
５
と
し�
第

13条
の
３
を
第

13条
の
４
と
し�
第

13条
の
２
を
第

13条
の
３
と

し�
第

13条
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る

。

(留
置
管
理
課
の
分
掌
事
務
)

第
13条

の
２

留
置
管
理
課
に
お
い
て
は

、留
置
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

。

第
22条

の
３
中
第
７
号
を
第
９
号
と
し�

第
６
号
を
第
８
号
と
し�

第
５
号
を
第
６
号
と
し�

同
号
の
次

に
次
の
１
号
を
加
え
る

。

�
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
(平
成
５
年
広
島
県
条
例
第
２
号
)
に
関
す
る
こ
と

。

第
22条

の
３
第
４
号
中
｢警
備
課
及
び
｣
を
削
り�

同
号
を
同
条
第
５
号
と
し�

同
条
第
３
号
の
次
に
次

の
１
号
を
加
え
る

。

�
警
備
警
察
関
係
法
令
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と

。

第
23条

第
２
号
中
｢並
び
に
警
備
実
施
に
関
連
す
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
(地
域
課
及
び
鉄
道
警

察
隊
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。)｣
を
｢に
関
す
る
こ
と
｣
に
改
め�

同
条
中
第
８
号
を
削
り�

第
９

号
を
第
８
号
と
し�
第

10号
か
ら
第

12号
ま
で
を
削
り�
第

13号
を
第
９
号
と
す
る

。

第
24条

第
１
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。

�
次
に
掲
げ
る
警
備
情
報
の
収
集

、整
理
そ
の
他
当
該
警
備
情
報
に
関
す
る
こ
と

。

ア
外
国
人
に
係
る
警
備
情
報

イ
外
国
人
又
は
活
動
の
本
拠
が
外
国
に
在
る
日
本
人
に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
(広
く
恐
怖
又
は
不
安
を

抱
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
目
的
の
達
成
を
意
図
し
て
行
わ
れ
る
極
左
的
主
張
そ
の
他
の
主
張
に
基

づ
く
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
を
い
う

。)
に
関
す
る
警
備
情
報

第
24条

第
２
号
エ
中
｢第

22条
の
３
第
４
号
｣
を
｢第

22条
の
３
第
５
号
｣
に
改
め�
同
号
に
次
の
よ
う

に
加
え
る

。
オ

第
22条

の
３
第
５
号
に
掲
げ
る
犯
罪
そ
の
他
警
備
犯
罪
で
前
号
イ
に
規
定
す
る
活
動
に
関
す
る
も

の

第
32条

中
｢所
管
区

、｣
の
次
に
｢第

30条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
｣
を
加
え
る

。

附
則

こ
の
公
安
委
員
会
規
則
は�

平
成

16年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。
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